
公  告 

 

広島県学校生活協同組合第 72回通常総代会開催にあたり、組合員の代表として、総代立候補および 

総代推薦の受付を行います。総代選挙規約第５条、第６条に基づき、以下のとおり公告します。 

 

１．選挙区 

広島選挙区―広島市 

佐伯選挙区―大竹市、廿日市市 

海田選挙区―呉市、東広島市、江田島市、安芸郡 

可部選挙区―安芸高田市、山県郡 

三原選挙区―尾道市、三原市、竹原市、豊田郡、世羅郡 

福山選挙区―福山市、府中市、神石郡 

三次選挙区―三次市、庄原市 

 

２.定数 

（人）
選挙区 一般総代 事務職員総代 校長総代 教頭総代 継続組合員 合　計

広　島 9 3 1 1 3 17

佐　伯 7 2 1 1 2 13

海　田 9 3 1 1 3 17

可　部 5 1 1 1 1 9

三　原 9 2 1 1 2 15

福　山 9 3 1 1 3 17

三　次 7 2 1 1 2 13

合　計 55 16 7 7 16 101  
   

３．立候補の受付期間 

     ２０２５年４月１日(火) ～ ２０２５年４月３０日(水) 

 

４．立候補の受付方法 

学校生協事務局から立候補届・推薦届用紙の交付を受け、必要事項を記入のうえ、学校生協 

事務局へ提出してください。 

 

５．立候補の資格 

      ２０２５年３月３１日に組合員であり、選挙日に組合員である方が立候補できます。 

 

６．選挙について 

立候補者が定数以内であれば、投票を省略し当選とします。定数を超えた選挙区においては、 

選挙委員会を持って選挙の公示をし、当選人を決します。 

 

７．総代の任期 

当選の公告をした翌日から１年間です。 

以上 

 

 

２０２５年４月１日 

 

広島県学校生活協同組合 

総代選挙管理委員長  西本 昭夫 


